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富士見市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 制定趣旨 

第８期富士見市高齢者保健福祉計画の策定に伴い、令和３年度から令和５年度ま

での介護保険料の改定を行うもの。また、平成３０年度税制改正における個人所得

課税の見直しにより、給与所得控除及び公的年金等控除額の１０万円の引き下げの

影響を受け、令和３年度以降の介護保険料額に関して意図せざる影響や不利益が生

じることを防ぐため、関係法令の規定を踏まえて条例改正を行うもの。 

２ 主な改正内容 

(1) 介護保険料の改定（第１０条関係） 

・新保険料基準額  5,412円（第7期 5,144円 ＋268円 ＋5.2％） 

  ・段 階 数     13段階（第7期から変更なし） 

  ・料    率     0.50～2.20（第7期から変更なし） 

※公費による保険料軽減 

・第１段階保険料率 0.50 ⇒ 0.30（△0.20） 

  （年間保険料32,472円 ⇒ 19,483円 △12,989円） 

・第２段階保険料率 0.70 ⇒ 0.50（△0.20） 

（年間保険料45,460円 ⇒ 32,472円 △12,988円） 

・第３段階保険料率 0.75 ⇒ 0.70（△0.05） 

（年間保険料48,708円 ⇒ 45,460円 △3,248円） 

(2) 個人所得課税の見直しに係る改正（第１０条関係） 

平成３０年度税制改正により、給与所得控除及び公的年金等控除額が、それぞれ 

１０万円引き下げられたため、合計所得金額がこれまでよりも増加する可能性があ

ります。介護保険料の算定においては合計所得金額を参照しており、収入額が変わ

らないにも関わらず、保険料段階が上がってしまうことがあるため、第１０条中合

計所得金額」について、給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合に、当該

合計所得金額から１０万円を控除する旨を規定し、意図せざる不利益が生じること



を防ぐものです。 

３ 施行日 

令和３年４月１日 

 

保険料率 年間保険料（円）

第 7 期保険料

（平成30年度～令和2年度）

第 8 期保険料

（令和3年度～令和5年度）

基準月額

（円）
5,144

基準月額

（円）
5,412

1段階

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税

　非課税の方

・生活保護を受給している方

・世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金

　収入と合計所得金額の合計が８０万円以下の方

0.50

0.30

30,800

18,500

段 階 対象者区分 保険料率 年間保険料（円）

3段階

・世帯全員が市町村民税非課税で、第１段階に

　該当しない方

　かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が

　１２０万円を超える方

0.75

0.70

46,200

43,200

2段階

・世帯全員が市町村民税非課税で、第１段階に

　該当しない方

　かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が

　１２０万円以下の方

0.70

0.50

43,200

30,800

5段階

・本人が市町村民税非課税の方

（世帯員に市町村民税課税者がいる場合）

　かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が

　８０万円を超える方

1.00 61,700 1.00 64,900

4段階

・本人が市町村民税非課税の方

（世帯員に市町村民税課税者がいる場合）

　かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が

　８０万円以下の方

0.90 55,500 0.90 58,400

7段階
・本人が市町村民税課税で合計所得金額が

　１２５万円以上２００万円未満の方
1.30 80,200 1.30 84,400

6段階
・本人が市町村民税課税で合計所得金額が

　１２５万円未満の方
1.11 68,500 1.11 72,000

9段階
・本人が市町村民税課税で合計所得金額が

　３００万円以上４００万円未満の方
1.70 104,900 1.70 110,400

8段階
・本人が市町村民税課税で合計所得金額が

　２００万円以上３００万円未満の方
1.65 101,800 1.65 107,100

11段階
・本人が市町村民税課税で合計所得金額が

　６００万円以上８００万円未満の方
2.00 123,400 2.00 129,800

10段階
・本人が市町村民税課税で合計所得金額が

　４００万円以上６００万円未満の方
1.90 117,200 1.90 123,300

13段階
・本人が市町村民課税で合計所得金額が

　１，０００万円以上の方
2.20 135,800 2.20 142,800

12段階
・本人が市町村民税課税で合計所得金額が

　８００万円以上１，０００万円未満の方
2.10 129,600 2.10 136,300

0.50 32,400

0.75 48,700

0.70 45,400

0.50 32,400

0.30 19,400

0.70 45,400



 

富士見市介護保険条例（平成１２年条例第６号）新旧対照表 

新 旧 

（保険料率及び確定保険料） （保険料率及び確定保険料） 

第１０条 令和３年度から令和５年度 までの各年度における法第１２

９条第２項に規定する条例で定める保険料率（以下「保険料率」とい

う。）は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定

する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

第１０条 平成３０年度から令和２年度までの各年度における法第１２

９条第２項に規定する条例で定める保険料率（以下「保険料率」とい

う。）は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に規定

する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３２，４７２円 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」

という。）第３９条第１項第１号に掲げる者 ３０，８６４円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４５，４６０円 （２） 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４３，２０９円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４８，７０８円 （３） 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４６，２９６円 

（４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５８，４４９円 （４） 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５５，５５５円 

（５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６４，９４４円 （５） 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６１，７２８円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ７２，０８７円 （６） 次のいずれかに該当する者 ６８，５１８円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合

計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項    

      又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合

計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とする                    



とする。以下この項において同じ。）が１２５万円未満の者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

   。以下この項において同じ。）が１２５万円未満の者であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１

２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１

２号イに該当する者を除く。） 

（７） 次のいずれかに該当する者 ８４，４２７円 （７） 次のいずれかに該当する者 ８０，２４６円 

ア 合計所得金額が２００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が２００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該

当する者を除く。） 

（８） 次のいずれかに該当する者 １０７，１５７円 （８） 次のいずれかに該当する者 １０１，８５１円 

ア 合計所得金額が３００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が３００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を

除く。） 

（９） 次のいずれかに該当する者 １１０，４０４円 （９） 次のいずれかに該当する者 １０４，９３７円 



ア 合計所得金額が４００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が４００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

（１０） 次のいずれかに該当する者 １２３，３９３円 （１０） 次のいずれかに該当する者 １１７，２８３円 

ア 合計所得金額が６００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が６００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）、

次号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

（１１） 次のいずれかに該当する者 １２９，８８８円 （１１） 次のいずれかに該当する者 １２３，４５６円 

ア 合計所得金額が８００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が８００万円未満の者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。） 

（１２） 次のいずれかに該当する者 １３６，３８２円 （１２） 次のいずれかに該当する者 １２９，６２８円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満の者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満の者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号 イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号



の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

（１３） 前各号のいずれにも該当しない者 １４２，８７６円 （１３） 前各号のいずれにも該当しない者 １３５，８０１円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、同

号の規定にかかわらず、１９，４８３円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和２年度             における保険料率は、同

号の規定にかかわらず、１８，５１８円とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第1号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場合において、前項中「１９，４８

３円」とあるのは、「３２，４７２円」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第1号被保険者についての保険

料の減額賦課に係る令和２年度             における

保険料率について準用する。この場合において、前項中「１８，５１

８円」とあるのは、「３０，８６４円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までの各年度にお

ける保険料率について準用する。この場合において、第２項中「１９，

４８３円」とあるのは、「４５，４６０円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての

保険料の減額賦課に係る令和２年度             にお

ける保険料率について準用する。この場合において、第２項中「１８，

５１８円」とあるのは、「４３，２０９円」と読み替えるものとする。 

附 則 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特

例） 

第１０条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額（地方税法

第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。）に所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得

又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれて

いる者の令和３年度における保険料率の算定についての第１０条第１

項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１

号ア及び第１２号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、

  （新 設） 



同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同

法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２

項第１号の規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除し

て得た額（当該額が０を下回る場合には、０とする。）とし、租税特

別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用す

る。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」

と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用

する。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４

年」と読み替えるものとする。 

 

 


